
 

 

平成３０年度三重県立図書館資料搬送業務委託 企画提案コンペ選定要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、平成３０年度三重県立図書館資料搬送業務委託 企画提案コンペ選定委員会（以

下「選定委員会」という。）が行う最優秀提案の選定について必要な事項を定める。 

 

（評価） 

第２条 各選定委員は、別表１の「評価基準」により企画提案を評価し、その結果を別表２の「評価

表」に記入する。 

２ 契約担当課は、前項の評価結果を別表３の「評価集計表」により集計する。 

 

（選定） 

第３条 選定委員会は、「評価集計表」により各選定委員の評点合計が最も高い企画提案を最優秀提

案として選定する。ただし、委託業務の品質を確保するために、各選定委員の企画評点合計が最

低制限基準点８点未満（満点の３０％）の企画提案を失格とする。 

２ 前項でいう各選定委員の評点合計が同点の場合は採決により最優秀提案を選定する。（採決が同

数の場合は委員長が選定する。） 

 

（選定要領に定めのない事項） 

第４条 その他、最優秀提案の選定に関してこの要領に定めのない事項は、選定委員会で決定する。 

 

 








